
　令和元年５月の改正によりパワハラ防止・対応対策の根拠規定が新設されました。（従来の法制では職場
のパワーハラスメント防止に関する制定法（国会で成立した法律）上の根拠規定はありませんでした。）

① 国がハラスメント対策全般を行うこと。
厚生労働大臣指針でパワハラの定義や措置の内容等の明確化
パワハラは以下の３つの要素を全て満たすとしてしっかりと法律に規定されました
イ 優越的な関係に基づく
ロ 業務上の必要かつ相当な範囲を超えた言動により
ハ 就業環境を害すること（身体的もしくは精神的な苦痛を与えること）

② 事業主にはパワハラに関し必要な措置を実施する義務があること
事業主による社内方針の明確化、周知・啓発や苦情などに対する相談体制の整備を義務化します。
また、事業主に相談（パワハラに関する相談）を行ったことを理由とする不利益な取り扱いは禁止となります。

留意点
　事業主、労働者に対するパワハラ行為自体の禁止規定はありません。厚生労働大臣（都道府県労働局長）
が指導勧告を行うことになります。従わない場合企業名を公表。指針には強制力はなく違反しても罰則はあ
りません。しかし、民事訴訟による被害労働者等からの損害賠償請求の場合、安全配慮義務（就業環境保全
義務）不履行、不法行為等としてその根拠になると予想されます。大企業は 2020 年４月、中小企業は
2022年 4月より課されます。

Ａ．労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の
休業手当（平均賃金の100分の60以上）を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変
等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。台
風により、事業施設や設備が直接的な被害を受け、その結果労働者休業させる場合などです。

　　ご質問のケースは事業場に直接的な被害がない事前の状況での休業指示（安全を配慮した使用者の判断）
となり、上記に該当しないと考えられそうなので休業手当か有給休暇の取得のいずれかを職員に選択する
ようにしてください。参考文献「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関す
るＱ＆Ａ」厚生労働省（令和元年11月１日版）

Ｑ．台風がこの地域に接近して被害が出そうなため医院を休診し職員に休んでよいと言いました。
この場合は、休業手当（補償）を支払わなければならないでしょうか？
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ご不明な点がございましたら、医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせ下さい。

茨城県医療勤務環境改善支援センター（茨城県医師会内）
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町489番地　TEL 029-303-5012　FAX 029-303-5116
http://www.ibaraki.med.or.jp/kinmu-kankyo/　E-mail︓ iryokankyo08@pure.ocn.ne.jp



「全国社会保険労務士会連合会・日本医師会が作成したリーフレットを４回に渡り掲載致します（1/4）」


